
 

広島市では、見守りが必要な高齢者を対象に、食事のお届け時に安否確認を行う配食サ

ービスを実施しています。 
【サービスの仕組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 対象者  ※ご自身が利用できるかが不明の場合は、お気軽にご相談ください。 

見守りが必要な高齢者を対象としており、次の⑴～⑶の全ての要件を満たす必要があります。 

   ⑴ おおむね６５歳以上であること。 

   ⑵ ひとり暮らし、又はおおむね６５歳以上の高齢者のみの世帯・これに準ずる世帯（※１）に属

すこと。 

   ⑶ 虚弱で調理が困難であること。 

 ※１ これに準ずる世帯とは、「長時間高齢者のみとなる世帯」、「高齢者と障害者からなる世帯」、

「高齢者と１８歳未満の者からなる世帯」のいずれかです。 

   ※２ 原則として週５日以上の利用が必要です。介護保険の通所介護、訪問介護等を利用している

場合は週３日以上でも利用可能です。 

   ※3 入院等により長期間利用しない場合は、区の福祉課及び事業者に必ず連絡してください。 

 

 ２ 利用者の負担額 

   １食あたり５１４円程度（直接、配食事業者にお支払いください。） 

 

 ３ お問合せ・お申込み先（お住まいの区の福祉課） 

区 名 所 在 地 電話番号 FAX 番号 

中 中区大手町４－１－１ ５０４－２５７０ ５０４－２１７５ 

東 東区東蟹屋町９－３４ ５６８－７７３０ ５６８－７７８１ 

南 南区皆実町１－４－４６ ２５０－４１０７ ２５４－９１８４ 

西 西区福島町２－２４－１ ２９４－６２１８ ２３３－９６２１ 

安佐南 安佐南区中須１－３８－１３ ８３１－４９４１ ８７０－２２５５ 

安佐北 安佐北区可部３－１９－２２ ８１９－０５８５ ８１９－０６０２ 

安 芸 安芸区船越南３－２－１６ ８２１－２８０８ ８２１－２８３２ 

佐 伯 佐伯区海老園１－４－５ ９４３－９７２９ ９２３－１６１１ 

  令和８年４月改訂 

食事代の支払 

申込み 

(緊急連絡先など届出) 

見守りが必要な高齢者 

栄養バランスのとれた食生活を実現 

○ 申込みの際に、昼食または夕食のどちらか

を選んでください。 

○ 主食をおかゆ、副食を刻み食などの選択が

できます。そのほか減塩食やエネルギーコ

ントロール食など、特別食もあります。 

安否確認により、「もしも」の時も安心 

配達時に健康状態に異常があった場合には、

委託事業者が緊急連絡先や関係機関に連絡しま

す。 

・食事（昼食または

夕食）を配達 

・配達の際、安否確

認を実施 

 

広 島 市 

配達・安否確認等の委託 

委託事業者 
※お住まいの区ご

とに事業者（裏面

参照）を選択でき

ます。 
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